
「識別マーク」を表示してください。
識別マークの目的は、消費者がごみを出すときの分別を容易にし、市町村の分別収集を促進すること。

改正前の資源有効利用促進法（正式名称：「資源の有効な利用の促進に関する法律」）に基いて、

飲料用のスチール缶やアルミ缶と食料品（しょうゆ、乳飲料等）・清涼飲料・酒類のＰＥＴボトルにはすでに

識別マークが義務化されていましたが、平成13年4月からプラスチック製容器包装と紙製容器包装が加わりました。

紙製容器包装
飲料用紙パック（アルミ
不使用のもの）と段ボー
ル製のものを除く

食料品（しょうゆ、乳飲
料等）、清涼飲料、酒類の
ＰＥＴボトルを除く

識別マーク（プラマークと紙マーク）の表示方法

表示の原則
●デザイン
原則として、この解説に示したデザインとします。ただし、同一性が

損われず、はっきり識別されれば、多少の変更や装飾が可能です。

●サイズ
上下の長さが次のように決まっています。

印刷、ラベル（シール）の場合：6mm以上

刻印・エンボスの場合：8mm以上

多重容器包装と一括表示
●例えば、カップ麺の容器（カップ＋ふた＋外装フィルム＋スープ

袋）や、シャンプーのボトル（ボトル＋キャップ＋ポンプ）のように、い

くつかの分離できる部分で構成されているもの、または菓子箱（内

袋＋外箱）のように容器包装に入った商品にさらに容器包装を付し

たものは、構成部分のそれぞれ（法令では、ある構成部分に対する

他の部分を「一体容器包装」と呼ぶ）を１つの容器包装とみなします。

この場合、識別マークは各構成部分に直接表示するのが原則です。

.....................................................
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表示ガイドライン
●業界団体は、識別表示の円滑な実施のために、業界ごとのガイド

ラインを作成し、会員事業者はそれに従うことが期待されます。

包装紙
●小売店が使用する包装紙（紙製、プラスチック製）は、1,300平方

cm以下であれば表示義務がありません。しかし、発注段階で裁断形

状がわかっている場合には、識別表示が望ましいとされています。

●なお、特定の商品を包装するために製造される包装紙は、1,300

平方cm以下でも識別表示が必要です。

...........................

1,300cm2超 

材質表示
●プラスチック製容器包装について、使用されているプラスチック
の種類またはその他の素材の種類を表示することは、法的義務はあ
りませんが、望ましいこととされています。

●自主的に表示する場合であっても、材質の記号はＪＩＳＫ6899-
1 2000（ISO1043-1  2001）に従う必要があります。

●また、複合素材・複合材質については、主要な構成材料を含め２
つ以上を表記し、主要な材料に下線を引きます。

●一括表示の場合は、下記の例のように役割名と材質記号の間に
コロン（：）を付します。

単一材質の表示例

P  E

複合材質の表示例

自主的表示
●飲料用紙パック（アルミ不使用）、段ボール製容器包装、一般

缶は、識別表示の法的義務はありませんが、関係業界団体が自主

的にマークを採用し表示することにしています。

外装フィルム
（プラスチック）

カップ
外装フィルム
液体スープ袋

ふた

輸入品
輸入品でも、次の場合には識別表示の義務があります。

●輸入する商品の容器包装の素材、構造、自己の商標等に関す

る指示をした場合

●輸入品の容器包装に印刷、ラベルまたは刻印で日本語が表示

されている場合

主務省庁 ＴＥＬ ホームページ

経済産業省　産業技術環境局リサイクル推進課 03‐3501‐4978 http://www.meti.go.jp/
財務省　　　理財局総務課たばこ塩事業室 03‐3581‐4464 http://www.mof.go.jp/
国税庁　　　課税部酒税課 03‐3581‐4161 http://www.nta.go.jp/
厚生労働省　医政局経済課 03‐3595‐2421 http://www.mhlw.go.jp/
農林水産省　総合食料局食品産業企画課食品環境対策室 03‐3502‐8246 http://www.maff.go.jp/
環境省　　　大臣官房廃棄物･リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 03‐5501‐3153 http://www.env.go.jp/

▼識別表示に関するお問合せは…
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紙パック 段ボール

プラスチック製容器包装

飲料用アルミ缶

食料品（しょうゆ、乳飲
料等）、清涼飲料、酒類
のＰＥＴボトル

飲料用スチール缶

●表示方法
容器包装の表面に１か所以上、印刷し、ラベル（シール）を貼り、また

は刻印をすることにより表示します。

●ただし、ほぼ同時に捨てられる構成部分については、まとめていずれ

かの部分に一括して表示することができます。その場合、各構成部分

の名称（法令では「役割名」と呼ぶ）を、そのマークに併記します。

ふた
（紙）

カップ本体
（プラスチック）

液体スープ袋
（プラスチック）

●

表示例表示対象

複合素材・複合材質
●例えば、日本酒用紙箱（アルミ使用）のプラスチック製注ぎ口や、

プラスチックボトルに貼った紙ラベルのように容易に分離できな

いもの、またはアルミとプラスチックを貼り合わせた材料で作った

容器包装の場合は、分離できないかたまりを１つの容器包装とみ

なします。そして、その中で最も重い材質のマークを、分離できな

い部分のいずれかの上に表示します。

例えば、プラスチックとアルミと紙からできている容器包装で、

プラスチックが最も重ければ、主としてプラスチック製の容器包装

としてプラマークを表示します。

●ただし、ＰＥＴボトルの胴巻き型プラスチック製シュリンクラベル

は、ミシン目が入って外れやすくなったものが多くなってきたことか

ら、左記wの多重容器包装の構成部分として扱われています。

........................... ....
.....
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...

....................................................................

...........................

表示例

キャップ
（プラスチック：外れる）

箱

キャップ●

★注ぎ口は対象外
（箱の一部とみなす）

紙箱
（紙、アルミ）

表示対象

無地や表示不可能な容器包装
●ラベルが貼られているものや、刻印可能な成形工程で作られるも

の（現に刻印がなくても）は、無地に該当しません。

●無地や物理的に表示不可能な容器包装は、他に分離できる構成

部分（左記wの「一体容器包装」）があって、その中に識別表示義務

のあるもの（飲料用スチール・アルミ缶、食料品（しょうゆ、乳飲

料等）・清涼飲料・酒類ＰＥＴボトル、プラスチック製・紙製容器包

装：法令では「関連容器包装」という）が含まれている場合には、「一

体容器包装」のいずれかに、識別マークに役割名を併記して表示し

ます。この場合、無地や物理的に表示不可能な容器包装とほぼ同

時に捨てられる「一体容器包装」があれば、その上に表示します。

●他の構成部分の中に「関連容器包装」が含まれていないか、あって

もそのすべてが無地か表示不可能であれば、表示義務はありません。

........................................................

........................................................

表示例

外箱
（紙：印刷あり）

●

内袋
（プラスチック：無地）

表示対象

表示例表示対象

包装紙
（紙製または
プラスチック製）

● 一般缶材質
■罰則
識別表示の義務を負う事業者（指定表示事業者）が、定められた表示をせ

ず、また、遵守事項を守らない場合は、資源有効利用促進法の規定に基

づき、国による「勧告」＊、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。

＊：中小企業基本法に規定する小規模企業者その他の政令で定める者であって、収入金額
が政令で定める要件に該当する者は、勧告の対象から除かれます。

または

外箱

内袋

指定法人 ＴＥＬ ＦＡＸ ホームページ

財団法人　日本容器包装リサイクル協会　企画調査部（識別表示担当） 03‐5532‐8591／8558 03‐5532‐9698 http://www.jcpra.or.jp/

清刷り、ガイドライン等 ＴＥＬ ＦＡＸ ホームページ

プラスチック容器包装リサイクル推進協議会 03‐3501‐5893 03‐5521‐9018 http://www.pprc.gr.jp/
紙製容器包装リサイクル推進協議会 03‐3501‐6191 03‐3501‐0203 http://www.kami-suisinkyo.org/

プラスチックの材質表示 ＴＥＬ ＦＡＸ ホームページ

日本プラスチック工業連盟 03‐3586‐9761 03‐3586‐9760 http://www.jpif.gr.jp/

自主的表示 ＴＥＬ ＦＡＸ ホームページ

飲料用紙容器リサイクル協議会 03‐3264‐3903 03‐3264‐3376
段ボールリサイクル協議会 03‐3248‐4851 03‐5550‐2101 http://www.danrikyo.jp/
全日本一般缶工業団体連合会 03‐3866‐7388 03‐3865‐9350 http://www.ippancan.or.jp/

スチール缶、アルミ缶、ＰＥＴボトルの表示 ＴＥＬ ＦＡＸ ホームページ

スチール缶リサイクル協会 03‐5550‐9431 03‐5550‐9435 http://www.steelcan.jp/
アルミ缶リサイクル協会 03‐3582‐9755 03‐3505‐1750 http://www.alumi-can.or.jp/
ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会 03‐3662‐7591 03‐5623‐2885 http://www.petbottle-rec.gr.jp/

対象事業者、対象容器包装

●容器包装の利用事業者、容器の製造事業者、容器包装
を付した商品の輸入販売事業者が表示義務を負います

●なお小規模事業者も、再商品化義務の場合と違って、
識別マーク表示義務が免除されていません

●再商品化義務と識別表示義務は、事業のために消費
する商品の容器包装には、原則として適用がありません

PP , PET
キャップ：PE
ボトル：PP

役割名と材質記号の表示例


